令和８年度　尾鷲市・紀北町内公立小中学校講師に登録される方へ

☆ 講師登録をされるにあたり、以下の点にご留意ください。

（1） １月１５日（木）までに提出していただく書類について
1 令和８年度 講師等登録説明会出席確認票（１部）

2 公立小中学校講師等登録票（原本１部＋コピー２部） 

3 履歴書（原本１部＋コピー１部）
＊R8.4.1任用の履歴書ですので、R8.3.31まで記入して下さい。
　　　　年齢についてもR8.4.1現在で記入して下さい。
　　　＊履歴には空白期間がないように記入お願いします。
　　　＊「賞罰」欄への虚偽の報告があった場合は、任用を取りやめになることがあります。

4 給料決定調書（原本１部＋コピー１部）
　　　＊常勤を希望される方（講師・養護助教諭・臨時学校栄養職員・臨時事務職員）は提出して下さい。
　　　＊履歴書同様に、確実に記入してください。

5 教員免許状の写し（２部）
＊教員免許状の写し（免許更新の対象となっていた方は「更新講習修了確認証明書」等の写しもあわせて）を提出してください。
　　　＊教員免許取得見込みの方は、教員免許取得見込証明書を提出し、教員免許を授与された後、改めて教員免許状の写しを提出してください。
　　　＊その他任用に関係する免許をお持ちの方は、免許状の写しを提出して下さい。
＊臨時事務職員を希望される方は、教員免許状の提出は不要です。
　　　
（２）健康診断書について
[bookmark: _Hlk214364914]　　　＊担当者から任用が決定した旨の連絡があった方は速やかに提出してください。
・レントゲン撮影のできる医療機関で受診してください。
・受診に係る費用は自己負担となります。
・診断結果は必ず同封の「健康診断書（第２号の３様式）」に記入してもらってください。
・診断の結果、来年度の勤務に支障のない場合は、健康診断書の総合所見欄に「勤務に支障なし」等、その旨を記述してもらうよう医師に依頼してください。
【記入がない場合は、再提出をお願いすることになります】
・提出先はこの案内通知を受け取った教育委員会です。


※令和７年度に、三重県の県費負担教職員として勤務し、任期の終了日から令和８年度の任用の始期までに三月を超える間隔がない方は、市町教育委員会が実施した令和７年度の定期健康診断の結果（人間ドックの結果も可）及び指導区分決定通知書の写しを以て、健康診断書（第２号の３様式）に代えることができます。
ただし、市町によっては、診断結果に特別な問題がない場合、指導区分決定通知書が出ないこともあります。その場合は該当市町教育委員会に提出する際に、就業に支障がない旨の証明を受けてください。

（３）説明会の欠席者について
１月１７日（土）の講師登録説明会をやむを得ず欠席される方は、後日開催される予備説明会（日程等未定）に参加下さい。そちらにも参加できない場合は、市町教育委員会で個別に面接・課題論文等を行います。
